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原告の存立維持権

• 地方公共団体成立の3要素

• ①場所的構成要素（一定の地域を画した区域）

• ②人的構成要素（構成員たる住民）

• ③法制度的構成要素（事務処理権能）

• これらは密接不可分に結びつき、どれか一つでも欠
ければ、他の要素も深刻な影響を受け、地方公共団
体としての存立が難しくなる

2



原発事故による3要素の侵害

• 地域が大量の放射性物質に汚染され、住民が大量に被ばくすれば，

①、②の要素を侵害する。

• 当該自治体の区域の大部分が放射能に汚染され、網羅的かつ半永

久的に使用不能となれば、①，②，③の要素を侵害する。

• 原告が採用する公務員の生命や身体を危険い晒し、行政を効果的に

遂行していくうえで欠くことのできない行政財産が網羅的かつ半永久

的に放射能に汚染されれば、③の要素を侵害する。

• これらの安全が図られなければならない。
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R3.3.18 東海第二原発水戸地裁判決

• 深層防護の考え方を前提として、深層防護の第1から第5の防護レベル

のいずれかが欠落し、又は不十分な場合には、原発が安全であるという

ことはできず、周辺住民の生命、身体が害される具体的危険がある。

• 深層防護の第5の防護レベルについても、大規模地震、大津波、火山の

噴火等の自然現象による原子力災害を想定した上で、実現可能な避難

計画が策定され、これを実行し得る体制が整っていなければ、PAZ及び

UPZの住民との関係において、深層防護の第5の防護レベルが達成され

ているということはできないのであって，人格権侵害の具体的危険がある

として、東海第二原発の運転差し止め請求を認めた判決。

▶ 本件でも妥当する部分がある。 4



原発の安全確保の方策

• 深層防護の第1から第5の防護レベルをそれぞれ確保することにより

安全を図る。

• 深層防護の第1から第5の防護レベルのいずれかが欠落し又は不十

分な場合には、原発が安全であるということはできない。

• 深層防護は、ＩＡＥＡの定める基本安全原則。

• 確立された国際基準として深層防護の考え方はわが国でも採用され

ている
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深層防護

• 第1層 異常発生の防止

• 第2層 異常発生時における異常拡大の防止

• 第3層 異常拡大時における影響緩和・過酷事故への発展防止

• 第4層 過酷事故時における影響緩和

• 第5層 放射線影響の緩和

• 各層が独立して有効に機能することが求められ、前段否定（その前に

存在する防護レベルの対策を前提とせず）、後段否定（その後に存在

する防護レベルの対策にも期待しない）ことが求められる。。
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深層防護と存立維持権

• 深層防護の第1から第5の防護レベルのいずれかが欠落し又は不十

分な場合には、発電用原子炉施設が安全であるということはできず、

周辺住民の生命、身体が害される具体的危険がある（水戸地裁判

決）。

• 地方自治体である原告の存立維持権は、自然人になぞらえれば、生

命と同視し得る重要な権利利益であり、その防護レベルの一つでも欠

けるか不十分であれば、存立維持権の具体的危険があり（被告電源

開発との関係）、設置許可の無効確認ないし差止との関係で違法事

由となる（被告国との関係）
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4層までの防護レベルが奏功しなかった結果
ー福島第１原発事故
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放射能の拡散状況
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福島の市町村の汚染状況
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2020年3月10日の汚染状況
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第5層の防護レベルで想定すべき事故
と放射性物質の拡散範囲

•２０１１（平成２３）年３月２５日に近藤駿介原子力委員会委員
長により作成された「福島第一原子力発電所の不測事態シ
ナリオの素描」（通称「最悪シナリオ」）において，強制移転を
求めるべき地域が１７０㎞以遠にも生じる可能性や，移転を
希望する場合認めるべき地域が２５０㎞以遠にも発生する可
能性があった。

•少なくとも，現実に発生した福島第一原発事故の規模で、か
つ、放出された放射性物質が運よく70％も放出されたことは
考慮しない事故を想定して、放出放射性物質の拡散範囲を
想定すべきである。その規模を想定しない合理的理由はない。

12



原発の事故と立地審査指針

• 深層防護の第5の防護レベルの領域である防災活動を容易にする効

果を意図するだけでなく

• 万が一の事故の場合に周辺住民への放射線による被害を及ぼさな

いために、あらかじめ原子炉施設から一定範囲を非居住区域ないし

低人口地帯であることを要求し、住民が多数居住しているところには

原発の設置を認めない。

• 従って、立地審査指針は、第5の防護レベルでもあり、第1の防護レベ

ルの前の判断でもある。
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立地審査指針の要求する立地条件
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「原子炉は、どこに設置されるにしても、事故を起こさないように設計、建設、運
転の及び保守を行わなければならないことは当然のことであるが、なお万一の
事故に備え、公衆の安全を確保するためには、原則的に次のような立地条件が
必要である」

原則的立地条件（２）ー「原子炉は、その安全防護施設との関連において十分に
公衆から離れていること。」

原則的立地条件（３）ー「原子炉の敷地は、その周辺も含め、必要に応じ公衆に
対して適切な措置を講じること」



立地審査指針の要求する立地条件
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ａ 敷地周辺の事象、原子炉の特性、安全防護施設等を考慮し、技術的見地か
らみて、最悪の場合には起こるかもしれないと考えられる重大な事故（以下「重
大事故」という。）の発生を仮定しても、周辺の公衆に放射線障害を与えないこと。

ｂ 更に、重大事故を超えるような技術的見地からは起こるとは考えられない事
故（以下「仮想事故」という。）（中略）の発生を仮想しても、周辺の公衆に著しい
放射線災害を与えないこと。

ｃ なお、仮想事故の場合には、集団線量に対する影響が十分に小さいこと。

原則的立地条件（２）及び（３）を踏まえて以下の３つの基本的目標を定めている



立地審査指針の要求する立地条件
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2.1 原子炉の周囲は、原子炉からある距離の範囲内は非居住区域であること。
2.2 原子炉からある距離の範囲内であって、非居住区域の外側の地帯は、低人
口地帯であること。
2.3 原子炉敷地は、人口密集地帯からある距離だけ離れていること。

基本的目標ａないしｃを達成するために、以下の条件の確認を要求している。



従来の立地評価の根本的誤り

我が国の立地審査指針は、福島第一原発事故の被害を防護す
る機能を全く果たさなかったが、それは、想定された事故（重大事
故ないし仮想事故）があまりにも過小であり、放出される放射性物
質が原発敷地内に留まることにしたこと、いわば、原発が稼働でき
ることを前提とした結論ありきの評価しかなされてこなかったことが原
因である。この「どんなに深刻な事態であっても，敷地外に放射性
物質が放出されることは（絶対に）あり得ない」という考えこそ、安全
神話の正体である。

福島第一原発事故によって、このような安全神話が崩壊し、立地
評価の不合理性が明らかとなった。
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水戸地裁判決の評価①

①「国や地方自治体が実現可能な避難計画等を策定することが
できないとすれば、深層防護の第５の防護レベルを達成するために
は、…『発電用原子炉施設の位置が災害の防止上支障がないこ
と』として、…原子炉から一定の距離の範囲内は低人口地帯であ
ることを求める考え方を取り入れ、当該発電用原子炉施設の周辺
が緊急事態における避難を困難ならしめる人口地帯となっていない
かについても審査するほかない。」

➡正しい。そうである以上、立地評価がなされていない現状は違法
であると判断しなければならなかった。
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水戸地裁判決の評価②

②「国は、災害対策基本法3条1項及び原子力災害対策特別措置法4

条1項に基づき、組織及び機能の全てを挙げて、防災に関し万全の措置
を講ずる責務を有していることに照らすと、人口帯との離隔に係る審査が
ないことをもって新規制基準が不合理であるとまで直ちには断ずることがで
きない。」

➡「責務がある」ことと「責務を果たしている」ことを混同している。全く説得
力のない判示。修正されるべき。

➡想定すべき事故の規模を過小にしていたという従来の立地評価の根
本的誤りを見落としている。

19



大間原発は立地不適

重大事故は、「技術的見地からみて、最悪の場合には起こるかも

しれないと考えられる重大な事故」。仮想事故は「重大事故を超え

るような技術的見地からは起こるとは考えられない事故」。

現実に発生した福島第一原発事故は重大事故に該当する。

大間原発について同じ規模の事故想定をすると、高濃度の放射

性物質は少なくとも半径５０㎞内に降下、沈着する。

函館市は半径５０㎞圏内に大半が位置し、その一定範囲に人口

が密集している。非居住区域ないし低人口地帯ではない。

20



原発事故と避難計画

• 深層防護の第5の防護レベルについても、大規模地震、大津波、火山

の噴火等の自然現象による原子力災害を想定した上で、実現可能な

避難計画が策定され、これを実行し得る体制が整っていなければ、Ｐ

ＡＺ及びＵＰＺの住民との関係において、深層防護の第5の防護レベル

が達成されていることはできないのであって、人格権侵害の具体的危

険がある（水戸地裁判決）。

• 避難計画の不備は、地方自治体である原告の存立維持権の具体的

危険につながり（被告電源開発との関係）、設置許可の無効確認ない

し差止との関係で違法事由となる（被告国との関係）
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青森県及び県内の市町村の避難計画
の不備

• 青森県地域防災計画ー原子力災害対策編ー本件大間原発において

原子力災害が発生した場合の防災や避難については何ら定めがな

い。

• 大間町、風間浦村、佐井村、むつ市においても、大間原発に関する避

難計画は策定されていない。
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原告の避難計画の不備

• 原告は、準備書面（２２）で詳述したとおり、避難計画は何ら策定され

ていないし、そもそも実効的な避難計画の策定は不可能である。
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実効性ある避難計画策定は不可能

• 少なくとも福島第一原発事故の規模の事故想定を前提とする。

• 函館市において住民が避難するための経路は極めて限定されており、

住民が短時間で安全に避難できる避難経路の確立は極めて困難で

あるから、実現可能な避難計画を策定することは自体が不可能に近

い（上岡意見書）

• 主な避難経路が国道5号を利用して北に向かう道路と国道227号を利

用して厚沢部方面に向かう道路しかなく、交通事情から考えると北斗

市、七飯町を合せた函館圏35万人もの大規模な避難は不可能である

（函館市ホームページ）
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水戸地裁判決の評価

「深層防護の第5の防護レベルについても、大規模地震、大

津波、火山の噴火等の自然現象による原子力災害を想定し

た上で、実現可能な避難計画が策定され、これを実行し得る

体制が整っていなければ、PAZ及びUPZの住民との関係にお

いて、深層防護の第5の防護レベルが達成されているということ

はできないのであって、人格権侵害の具体的危険がある。」

➡正しい。原告函館市に置き換えれば、存立維持権を侵害

する具体的危険がある。 25



水戸地裁判決の評価

「我が国の法体系において、避難計画等の緊急時計画と緊急時手順の整備に関する事
項は、原子力防災に係る事項として、災害対策基本法及び原子力災害対策特別措置
法において規定されており、原子炉等規制法43条の3の8第1項、2項、同法43条の3の6
第1項4号の定める発電用原子炉の設置（変更）許可等の原子炉等規制法上の規制
基準とされているとは解されないから、同法の規制基準の内容を定めた原子力規制委員
会規則及び内規において上記事項が規定されていないことはむしろ当然のことであり、こ
のことから新規制基準が不合理ということはできない。」

➡誤り。そうだとすると、避難計画の適否や妥当性について、審査し判断する機関が存在
しないことになってしまう。炉規法による「災害」は原子力災害を包括する内容となっており、
現行法は、炉規法と原子力災害対策特別措置法によって相互に一体的で連続的な規
制構造が形成されているというべきであり、原規委が、炉規法の中で、第5の防護レベルに
対する審査を行うことを想定している（下山憲治教授、甲A38）。

炉規法43条の3の6第1項4号の「災害の防止」には、防災・避難などの災害対策が含ま
れる。 26


